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序章  公共施設再生計画策定にあたって  

１  公共施設の現状と一般的な課題  

１．公共施設の老朽化問題とは  

  

  

  
 

＞図表 1-1 公共施設の整備と更新状況についての平均的な姿 

 

出所）公共施設再生計画基本方針 

 

２．公共施設をめぐる現状と早期の対策の必要性  
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公共投資抑制による
現状のイメージ

５０年前 現在

５０年後

日本国内に保有する公共施設のすべてを更新することは不可能。 

少子高齢化による生産年齢人口減少が進み、今後、自治体財政は厳しさを増していく。 

廃止や統廃合が難しい道路、橋りょう、上下水道などのインフラ系施設も老朽化している。 

どのように公共施設を再生していくか？習志野市だけでなく日本全体の問題。 

人口減少社会の到来などから、公共事業費を増やすことはむずかしい。 

高度経済成長期からその後の人口が急速に増加した時期に建てられた公共施設が老朽化している。 

公
共
施
設
を
整
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費
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込
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これまで行ってきた 
公共施設整備費用 

これから必要な 
公共施設更新費用 

更新費用の不足 

●高度成長～バブル期に投資 

その後減少 

●５０年経過後に単純更新 



序章 公共施設再生計画策定にあたって 

【ダイジェスト版】 

3 

＞図表 1-2 国土交通省所管の社会資本に関する投資額の見通し（試算） 

 

出所）国土交通白書 2012 

  

  

  
 

＞図表 1-3 年間必要更新投資額の割合で、   ＞図表 1-4 公立小中学校経年別保有面積（全国） 

最多が建物系の公共施設（全国） 

 

出所）根本祐二（2011）『朽ちるインフラ』（日本経済新聞出版社）            出所）文部科学省ホームページ 

  

要改修の老朽学校施設は約１億㎡。改修済は約１千万㎡に留まり老朽化対策は十分に進んでいない。 

全国の学校施設は、昭和 40～50年代の児童生徒急増期に一斉に整備されているものが多い。 

年間必要更新投資額で最多を占めるのが建物系の公共施設。その中でも 4割を占める学校が最多。 

新設を抑制 

2010 年と同じ水準の投資的経費を確保し続けることができたとしても、 
2037 年度には、維持管理、更新の費用を賄えない事態となることを想定 

増大する更新費 

新設（充当可能）費 

災害復旧費 

更新費 

維持管理費 

維持管理・更新費が 2010 年度の投資総額を上回る額 
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２  習志野市における公共施設の現状と課題  

１．習志野市の公共施設の現状  

  

  

  
 

＞図表 1-5 公共施設の建設時期（習志野市） 

 

 

＞図表 1-6 公共施設の種類別床面積の状況（習志野市） 

 

出所）公共施設再生計画データ編 
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市庁舎 保育所 幼稚園 こども園 こどもセンター 児童会

小学校 中学校 高等学校 教育施設等 青少年施設 生涯学習施設

公民館 図書館 市民会館 福祉・保健施設 スポーツ施設 勤労会館

消防施設 公園 市営住宅 その他

築29年以下 73,383㎡（23%）

新耐震基準（1982年以降） 81,627㎡（25%）旧耐震基準（1981年以前） 235,025㎡（72%）

築30年～55年 250,989㎡（77%）

新耐震基準（1982年以降） 89,347㎡（28%）

小学校 105,369 

中学校 60,680 

高等学校 17,809 

教育施設等 8,737 

福祉・保健施設 15,024 

公園 2,579 
市営住宅

28,733
8.9% 

その他 1,568 

延床面積

324,372㎡

市庁舎・消防施設 21,112㎡ 6.5%

子育て支援施設 29,987㎡ 9.2%

生涯学習施設 16,810㎡ 5.2%

教育施設 192,595㎡ 59.4%

スポーツ施設 15,964㎡ 4.9%

 
 

旧耐震基準と新耐震基準 
 

新耐震基準では、震度６強以上の大地

震で倒壊しないという規定が盛り込まれた

ほか、建物内の人間の安全を確保するこ

とに主眼がおかれた。阪神・淡路大震災

では、新耐震基準が導入された昭和５６

年以前に建築されたものに大きな被害が

発生しました。 

本市保有建物の延床面積は約 32.4万㎡、このうち教育施設が約 19.2万㎡と約 6割を占める。 

東京へのベッドタウンとして都市化が進んだ時期が早く、他市に比較して施設の老朽化も早い。 

習志野市の公共施設は、旧耐震基準で建てられたものが約 7割を占める。 

解説 

旧耐震基準下の建物が約７割を占める。 
市街化・人口急増期に施設整備を 

実施した時期による 

教育施設が過半を占める 
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２．人口減少と構成の変化 

  

  

  

  

  
 

＞図表 1-7 習志野市の人口構成 

 

出所）公共施設再生計画データ編 
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0.9万人
1987年
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2011年

4.6万人
2041年

3万人
1987年 2.3万人

2011年

1.7万人
2041年

10.6万人
2011年

9.2万人
2041年

総人口ピーク

17.3万人

13.8万人

16.0万人 15.6万人

9.9万人
1987年

 
習志野市における「少子化・高齢化」 

 
「習志野市は交通の利便性が高いから、まだまだ人口は増える。中山間地域とは異なり心配な

い」、「人口が減らないのだから施設をもっとつくるべき」といったご意見を頂くことがあります。しかし、15

歳から 64歳の生産年齢人口、１４歳以下の年少人口は減少していきます。 

たしかに全国平均と比較すると減少率は低くなっていますが、楽観的に考え、対策を講じないと、将

来世代に良い環境を引き継ぐことができなくなります。様々な可能性を秘めているからこそ、対策を講

じていかなければなりません。 

生産年齢人口減少は、市税収入低下につながることが想定される。 

住環境の充実は、施設数の“量”から、時代変化に合わせた“質”の向上への転換が必要。 

宅地開発により地域人口、児童生徒数が一時的に増加するものの全体としては減少傾向。 

高齢者数は増加し、高齢者向きの行政需要は高まるが、財源を負担する世代は減少。 

習志野市の総人口におけるピークは平成 29～3１年頃であり、それ以降は緩やかに減少。 

4.9 

増 

減 

減 

高齢者 

生産年齢 

子ども 

解説 
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３．公共施設再生整備事業に係る更新事業費の試算結果  

  

  

  
 

＞図表 1-8 更新事業費の将来推計（試算） 

 
出所）公共施設再生計画データ編 
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市庁舎・消防施設 保育所 幼稚園 こども園 児童会 こどもセンター

小学校 中学校 高等学校 教育施設等 生涯学習施設 青少年施設

公民館 図書館 市民会館 福祉保健施設 勤労会館 スポーツ施設

公園 市営住宅 その他 前後期平均 通期平均

（億円）

投資的経費

実績平均

（公共施設関連）

15億円

更新必要試算

（通期平均）

38億円

更新必要試算

（第1期平均）

27.8億円

更新必要試算

（第2期平均）

30.7億円
更新必要試算

（第3期平均）

45.0億円

2.5倍

965億円

 

 

試算の定義については、 

「習志野市公共施設再生計画―データ編―」の 

“第２章 更新費用と財源確保”をご覧ください。 

公共施設再生整備に必要な事業費は、市民一人当たり、毎年 2.3万円（人口 16.5 万人）。 

平成 50（2038）年までに必要な、再生整備に要する事業費は約 965億円、毎年平均約 38億円。 

本市が保有する公共施設をすべて改築、改修することは、財源確保の観点から不可能。 

解説 
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第１章  公共施設再生計画の基本的な考え方  

１  目的・目標  

 

   

目標を実現するための３つの前提と７つの基本方針 

 

  

 

【前提１】 「機能」と「施設（建物）」の分離
【基本方針１】

 施設重視から機能優先へ考え方を転換
 単一機能での施設整備を止め、多機能化・複合化を推進

【前提２】 保有総量の圧縮
【基本方針２】

 施設の更新事業費を圧縮
 機能をできるかぎり維持し、建物を削減

【基本方針３】
 人口増減、市民ニーズを勘案して、施設更新の優先順位を決定
 優先順位は建物に付けるのではなく、機能に順位付け

【基本方針４】
 機能統合により発生した未利用地については、原則売却・貸付による有効活用を実施し、
更新財源の一部としてとして基金に積立に積み立てる

 利用者負担の適正化、余裕スペースの活用により財源確保

【前提３】 施設の質的向上
【基本方針５】

 計画的な維持保全による、建物の長寿命化
 予防保全によるライフサイクルコストを削減

【基本方針６】
 バリアフリー、環境負荷低減、効率的運営等、機能面での質的向上を図る

【基本方針７】
 災害時における避難所としての役割を強化します

目的を達成するための目標 
１．公共施設が適正に維持されること。 

２．公共施設の延床面積を削減し、再生整備に必要な事業費を 30％圧縮する。 

削減・圧縮率については、今後の公共施設再生計画の計画期間内の環境変化に応じて、 

適宜見直しを行っていきます。 

３．ファシリティ・マネジメントを導入し、公共施設について事後保全から予防保全に転

換し、長寿命化を図りライフサイクルコストを低減する。 

公共施設再生計画の目的 
１．時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供すること。 

２．人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現すること。 

３．将来世代に負担を先送りしないこと。 

建物よりも重要なのは、 
その施設で行われている 

サービス 

民間活力の導入などで、 
建物は減っても 

機能は維持 

計画的な維持保全 
量から質へ 
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２  公共施設再生計画の位置づけ  

１．公共施設再生計画の位置づけ 

＞図表 1-9 計画期間 

 

２．計画期間 

＞図表 1-10 計画期間 

 
出所）公共施設再生計画データ編 

 

総称して長期計画

実施計画

基本計画

基本構想

文教住宅
都市憲章

昭和４５年３月３０日
制定

習志野市は、平成３７年度までに

将来都市像：
未来のために
～みんながやさしさでつながるまち～習志野 を目指します。

この将来都市像を実現させるために

３つの目標：
「健康なまち」「快適なまち」「心豊かなまち」 を掲げます。

そして、この３つの目標を支える為に

３つの重点プロジェクト：

「公共施設再生」「財政健全化」「協働型社会の構築」

に取り組みます。

自立的都市経営の推進 を図り、

この自立的都市経営の推進の中でも、特に

基本計画（市の総合的な計画）

平成26（2014）年

から
平成31（2019）年

平成32（2020）年
から

平成37（2025）年

平成38（2026）年
から

平成50（2038）年

前期基本計画 後期基本計画

公共施設再生計画

第１期 第２期 第３期

確実に実施 見直しの可能性あり 検討の時期を明確化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 

Ｑ．そんな先のことまで、決められるの？
予測していなかったことが発生したら…？

Ａ．第１期は詳細まで計画しますが、第２～３期は方向性を
示しておいて、これから時間をかけて議論をしていこう
というものです。さまざまな推計を駆使し予測しますが、
予想のつかないことが発生したら、
計画にしばられずに柔軟に対応します。
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３．対象施設 

 
 

＞図表 1-11 対象施設一覧  ※各施設の現状や施設データは、習志野市公共施設再生計画～データ編～を参照 

 

14コミュニティ 5駅勢区

1 市役所庁舎 契約検査課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

2 第二分室 契約検査課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

3 第三分室 契約検査課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

4 教育委員会事務局 教育総務課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

5 保健会館 健康支援課 津田沼 京成津田沼駅 ○

6 市役所前体育館 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

7 消防本部･中央消防署 消防総務課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

8 藤崎出張所（旧・藤崎分遣所） 消防総務課 藤崎 京成津田沼駅 ○

9 東消防署（旧・実籾分遣所） 消防総務課 東習志野 実籾駅（京成） ○

10 谷津出張所（旧・谷津分遣所） 消防総務課 向山 谷津駅（京成） ○

11 秋津出張所（旧・南消防署） 消防総務課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

12 第1分団 消防総務課 向山 谷津駅（京成） ○

13 第2分団 消防総務課 津田沼 京成津田沼駅 ○

14 第3分団 消防総務課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

15 第4分団 消防総務課 藤崎 京成津田沼駅 ○

16 第5分団 消防総務課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

17 第6分団 消防総務課 津田沼 京成津田沼駅 ○

18 第7分団 消防総務課 実籾・新栄 実籾駅（京成） ○

19 第8分団 消防総務課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

20 津田沼小学校 教育総務課 津田沼 京成津田沼駅 ○

21 大久保小学校 教育総務課 藤崎 京成津田沼駅 ○

22 谷津小学校 教育総務課 谷津 谷津駅（京成） ○

23 鷺沼小学校 教育総務課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

24 実籾小学校 教育総務課 実籾・新栄 実籾駅（京成） ○

25 大久保東小学校 教育総務課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

26 袖ケ浦西小学校 教育総務課 袖ケ浦西 JR新習志野駅 ○

27 袖ケ浦東小学校 教育総務課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ○

28 東習志野小学校 教育総務課 東習志野 実籾駅（京成） ○

29 屋敷小学校 教育総務課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

30 藤崎小学校 教育総務課 藤崎 京成津田沼駅 ○

31 実花小学校 教育総務課 実花 実籾駅（京成） ○

32 向山小学校 教育総務課 向山 谷津駅（京成） ○

33 秋津小学校 教育総務課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

34 香澄小学校 教育総務課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

35 谷津南小学校 教育総務課 向山 谷津駅（京成） ○

36 第一中学校 教育総務課 谷津 谷津駅（京成） ○

37 第二中学校 教育総務課 実籾・新栄 実籾駅（京成） ○

38 第三中学校 教育総務課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ○

39 第四中学校 教育総務課 東習志野 実籾駅（京成） ○

40 第五中学校 教育総務課 藤崎 京成津田沼駅 ○

41 第六中学校 教育総務課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

42 第七中学校 教育総務課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

43 習志野高等学校 学校教育課 実花 実籾駅（京成） ○

44 学校給食センター 学校教育課 津田沼 京成津田沼駅 ○

45 総合教育センター 学校教育課 東習志野 実籾駅（京成） ○

46 鹿野山少年自然の家 学校教育課 市外 ― ○

47 富士吉田青年の家 青少年課 市外 ― ○

施設名

庁舎・消防施設

小学校

中学校

高等学校・その他教育施設

対象施設
施設配置

所管課

対象施設はハコモノの 123施設。「ハコモノ」は、公共サービスを支える大切な「器」。 



第 1 章 公共施設再生計画の基本的な考え方 

【ダイジェスト版】 

10 

 
 

 

 

 

14コミュニティ 5駅勢区

48 つくし幼稚園 こども保育課 藤崎 京成津田沼駅 ○

49 谷津幼稚園 こども保育課 谷津 谷津駅（京成） ○

50 津田沼幼稚園 こども保育課 津田沼 京成津田沼駅 ○

51 屋敷幼稚園 こども保育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

52 大久保東幼稚園 こども保育課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

53 新栄幼稚園 こども保育課 実籾・新栄 実籾駅（京成） ○

54 袖ケ浦西幼稚園 こども保育課 袖ケ浦西 JR新習志野駅 ○

55 実花幼稚園 こども保育課 実花 実籾駅（京成） ○

56 袖ケ浦東幼稚園 こども保育課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ○

57 藤崎幼稚園 こども保育課 藤崎 京成津田沼駅 ○

58 秋津幼稚園 こども保育課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

59 向山幼稚園 こども保育課 向山 谷津駅（京成） ○

60 香澄幼稚園 こども保育課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

61 大久保保育所 こども保育課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

62 菊田保育所 こども保育課 津田沼 京成津田沼駅 ○

63 藤崎保育所 こども保育課 藤崎 京成津田沼駅 ○

64 谷津保育所 こども保育課 向山 谷津駅（京成） ○

65 袖ケ浦保育所 こども保育課 袖ケ浦西 JR新習志野駅 ○

66 本大久保保育所 こども保育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

67 大久保第二保育所 こども保育課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

68 本大久保第二保育所 こども保育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

69 菊田第二保育所 こども保育課 津田沼 京成津田沼駅 ○

70 秋津保育所 こども保育課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

71 谷津南保育所 こども保育課 向山 谷津駅（京成） ○

72 東習志野こども園 こども保育課 東習志野 実籾駅（京成） ○

73 杉の子こども園 こども保育課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

74 こどもセンター 子育て支援課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

75 大久保東児童会 青少年課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

76 大久保児童会 青少年課 藤崎 京成津田沼駅 ○

77 大久保第二児童会 青少年課 藤崎 京成津田沼駅 ○

78 鷺沼児童会 青少年課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

79 鷺沼第二児童会 青少年課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

80 藤崎児童会 青少年課 藤崎 京成津田沼駅 ○

81 谷津南児童会 青少年課 向山 谷津駅（京成） ○

82 あづまこども会館 青少年課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

83 藤崎青年館 青少年課 藤崎 京成津田沼駅 ○

84 東習志野コミュニティセンター 社会教育課 東習志野 実籾駅（京成） ○

85 谷津コミュニティセンター 社会教育課 谷津 谷津駅（京成） ○

86 生涯学習地区センター 社会教育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

― 市民プラザ大久保 社会教育課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ―
87 菊田公民館 社会教育課 津田沼 京成津田沼駅 ○

88 大久保公民館 社会教育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

89 屋敷公民館 社会教育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

90 実花公民館 社会教育課 実花 実籾駅（京成） ○

91 袖ケ浦公民館 社会教育課 袖ケ浦西 JR新習志野駅 ○

92 谷津公民館 社会教育課 向山 谷津駅（京成） ○

93 新習志野公民館 社会教育課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

94 市民会館 社会教育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

95 谷津図書館 社会教育課 谷津 谷津駅（京成） ○

96 東習志野図書館 社会教育課 東習志野 実籾駅（京成） ○

97 大久保図書館 社会教育課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

98 藤崎図書館 社会教育課 藤崎 京成津田沼駅 ○

99 新習志野図書館 社会教育課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

公民館・生涯学習施設・青少年施設・市民会館

図書館

施設名

幼稚園・保育所・こども園・こどもセンター

児童会

対象施設
施設配置

所管課
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３  公共施設再生計画の性格と役割  

１．「問題先送り型」から「リスク対応型」計画マネジメントへ  

  

 

２．エリア（地域・地区）の価値を向上させる公共施設再生  

  

14コミュニティ 5駅勢区

総合福祉センター（Ⅰ期棟） あじさい療育支援ｾﾝﾀｰ 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

100 総合福祉センター（Ⅱ期棟） 高齢者支援課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

総合福祉センター（Ⅲ期棟） 障がい福祉課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

101 東部保健福祉センター 高齢者支援課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

102 養護老人ﾎｰﾑ白鷺園 高齢者支援課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

103 鷺沼霊堂 社会福祉課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

104 海浜霊園 社会福祉課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

105 暁風館 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ○

106 袖ケ浦体育館 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ○

107 東部体育館 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 東習志野 実籾駅（京成） ○

― （市役所前体育館・グランド） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 「庁舎・消防施設」に記載

108 勤労会館 商工振興課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

― 中央公園野球場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ―
― 袖ケ浦少年サッカー場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ―

109 秋津サッカー場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

110 秋津野球場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

― 中央公園パークゴルフ場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ―
― 茜浜パークゴルフ場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ―
― 袖ケ浦テニスコート 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 袖ケ浦東 JR新習志野駅 ―

111 実籾テニスコート 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 実籾・新栄 実籾駅（京成） ○

112 秋津テニスコート 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

113 芝園テニスコート・フットサル場 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

― 実花水泳プール 生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 実花 実籾駅（京成） ―

114 谷津干潟自然観察センター 環境政策課 秋津・茜浜 JR新習志野駅 ○

115 習志野緑地管理棟 公園緑地課 向山 谷津駅（京成） ○

116 香澄公園管理棟 公園緑地課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

117 谷津バラ園管理棟 公園緑地課 向山 谷津駅（京成） ○

118 鷺沼団地 住宅課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

119 鷺沼台団地 住宅課 鷺沼・鷺沼台 京成津田沼駅 ○

120 泉団地 住宅課 大久保・泉・本大久保 京成大久保駅 ○

121 東習志野団地 住宅課 東習志野 実籾駅（京成） ○

122 香澄団地 住宅課 香澄・芝園 JR新習志野駅 ○

123 屋敷団地 住宅課 本大久保・花咲・屋敷 京成大久保駅 ○

市営住宅

施設名

保健・福祉施設

スポーツ施設

公園施設

対象施設所管課
施設配置

施設が良くなる→地域も良くなる、という関係を念頭に施設の更新を行う。 

先の天気が分かれば 

事前の対応が可能です 

計画は目的達成よりも、リスク管理の物差しとして、課題に対して機敏に対応するためのもの。 
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第２章  再  生  ―  基本事項  ―  

１  公共施設再生計画≪再生事業計画≫の基本事項  

１．基本事項  

  

  

  
 

２  試算結果  

１．「ケース１」の各年度事業費と財源内訳  

 
＞図表 2-1 ケース 1 における各年度事業費及び財源内訳 

  

＞図表 2-2 ケース１における各年度の一般財源負担額 
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■地方債元利償還金額 ■事業費負担内訳

ケース１の場合、今後更新に必要な事業費は、現状比 74％となる年間平均 28.5億円とする。 

リスク対応型計画マネジメントのため、複数案から一つを選択し必ず実行するものではない。 

機能（第 3章）と地域（第 4章）の両面からアプローチし、2つの案（ケース１、２）を提示。 

事業費 30％削減を目標として、各施設について「いつ」「どうするか」という具体案を提示。 

各
年
度
の
事
業
費 

各
年
度
の
一
般
財
源
負
担
額 

ケース１は、 

公共施設再生計画の説

明会において、考えられ

てきた案です。 
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２．「ケース２」の各年度事業費と財源内訳  

 
＞図表 2-3 ケース 2 における各年度事業費及び財源内訳 

  

＞図表 2-4 ケース２における各年度の一般財源負担額 

出所）資産管理課にて作成  
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ケース 2の場合、今後更新に必要な事業費は、現状比 71％となる年間平均 27.5億円とする。 

各
年
度
の
事
業
費 

各
年
度
の
一
般
財
源
負
担
額 

ケース２は、 

公共施設の中で最大の

延床面積割合を占める、

教育施設の計画、「学校

施設再生計画」の小中学

校更新を基に、他の種類

の施設更新計画を考えた

案です。 
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３  施設配置の考え方  

１．全市利用施設  

 

 

 

２．地域利用施設 

 

 

教育研究

生涯学習健 康
（スポーツ・保健福祉）

自然・文化 行政・危機管理

新習志野駅勢圏

谷津・ＪＲ津田沼
駅勢圏

京成大久保駅勢圏

実籾駅勢圏

実花

東習志野

実籾・新栄

大久保・泉
・本大久保

本大久保
花咲・屋敷

藤崎

津田沼

鷺沼・鷺沼台

谷津

向山

袖ケ浦東・西

秋津・茜浜

香澄・芝園

谷津小

向山・谷津南小
津田沼小

秋津小
香澄小

袖ケ浦東・西小

藤崎・大久保小

大久保東小

屋敷小

鷺沼小

実籾小

東習志野小

実花小

小学校を地域の拠点施設とし、施設更新に伴い、複合化可能な地域利用施設は複合化する。 

コミュニティごとに配置され、施設が所在する地域の市民が、主に利用する施設。 

全市利用施設は、これまでと同様に「エリア分散型」の考え方に沿って、配置していく。 

市内に一つまたは数施設あり、全市民が利用する機能あるいは全市民のために存在する施設。 
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第３章  再  生  ―機能別アプローチ―  

１  機能別アプローチに基づく再生事業計画  

 

 

 

 

０．凡例  

各機能別にある、再生計画の表の見方は次のとおりです。 

 

１．庁舎                             

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

津田沼小 改修

大久保小 建替

谷津小 建替

鷺沼小 建替

実籾小 建替

大久保東小 建替

袖ケ浦西小 改修 複合化 （袖体へ）・多機能 袖ケ浦小

袖ケ浦東小 複合化 （袖体へ）・多機能 袖ケ浦小

東習志野小 改修 小中併設（四中）

屋敷小 改修 小中併設（六中）

藤崎小 改修 建替

実花小 改修 建替

向山小 改修

秋津小 秋津香澄小

香澄小 秋津香澄小

谷津南小 改修

第一中 改修 建替

第二中 建替

第三中 建替 七中を統合

第四中 改修 小中併設（東習志野小）

第五中 改修

第六中 改修 小中併設（屋敷小）

第七中 改修 秋津香澄小

年度

建替（体育館）

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

統合（七中跡へ）

統合（七中跡へ）

統合

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

庁舎 建替

公共施設再生計画【第３期】

年度

改修

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

建   替…建物を建て替える。リノベーションを含む。既存施設の機能について、原則的

に複合化は行わない。 

改 修…計画的な（築造後 20年、35年、50年）大規模改修。小破修繕は含まない。 

複合（化）…2つ以上の機能を建替え等の際に、1つの建物に集約すること。 

多 機 能…1つの空間を利用時間等で分けて、異なる用途の機能として利用する。 

小 中 併 設…小学校と中学校の一部機能を多機能利用する。 

統合、機能統合…建物と機能を集約する。 

私 立 化…施設を民間事業者に有償または無償譲渡し、機能を維持する。 

地 域 移 管…施設の運営及び維持を、町会、地域の運営委員会、NPO 等に任せ、機能を維

持する。市費による費用負担は行わない。 

重要なのは良質な公共サービス提供のために、本当に施設が必要であるかを考えること。 

建替や統廃合が目的ではなく、様々な課題を解決するための手段の一つである。 

各施設機能に着目し、更新時期や複合化する施設、施設の改修を行う時期等を明記した。 

複合化等を行い、現

地にて施設を更新 

現地にて 

施設を更新 

複合化等を行い、他

所にて施設を更新 機能の継続先 
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２．消防施設                           

 
 

３．小学校・中学校                         

●建替は、設計等の期間を含み 5年間、改修は 3年間と設定。 

●「建替」と表記のあるものは、リノベーションも建替の一手段に含み、優先的に検討する。 

●「小中併設」は、小学校と中学校で一部施設の共用あるいは多機能化を図る。 

●黄文字はケース１とケース２で異なる部分を示す。 

●将来における施設名は仮称である。 

●袖ケ浦西小及び袖ヶ浦東小は、ケース１では袖ケ浦体育館と複合施設とし、多機能化する。 

ケース２では、第三中に併設し、袖ケ浦体育館と多機能化する。 

●第二中は、体育館の建替を先行して行う。 

●隣接している第四中と東習志野小、及び第六中と屋敷小は、建替時は小中併設仕様とする。 

●第四中と東習志野小更新時には、東習志野コミュニティセンター、東習志野図書館、実花公

民館の機能を統合し、総合教育センターの機能を複合化する。 

●秋津小・香澄小は、ケース１では第七中を第三中に統合したうえで、空いた第七中跡の校舎

を改修し統合する。ケース２では第七中に併設する。 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

中央消防署

秋津出張所

谷津出張所 建替 改修

東消防署 改修

藤崎出張所 改修

第１分団 建替

第２分団 改修

第３分団 建替 改修

第４分団 改修

第５分団 民間施設

第６分団 改修 改修

第７分団 改修 改修

第８分団 建替

改修 改修

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

建設

 

１．建築後 30年以上を経過する学校施設が、全教育施設総延床面積の 87% 

２．公共施設再生計画第 3期計画期間中に、各学年 1 クラスになる小学校が 3校になると予測。 

３．地域に開かれた学校を目指して、地域の拠点施設として学校施設を複合化する。 

４．学校に設ける地域拠点機能は、真に必要であり、実現可能な機能を検討する。 

学校施設複合化の４原則 

① 学校利用を優先し、教育現場の安全を守る。 

② 児童と一般の導線を区分する。 

③ 施設の管理区分を明確化する。 

④ 特別教室等共用する場合は、利用者委員会等を設置し、管理可能な状態とする。 

説明 

要点 
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ケース１ 

 

ケース 2 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

津田沼小 改修

大久保小 建替

谷津小 建替

鷺沼小 建替

実籾小 建替

大久保東小 建替

袖ケ浦西小 改修 複合化 （袖体へ）・多機能 袖ケ浦小

袖ケ浦東小 複合化 （袖体へ）・多機能 袖ケ浦小

東習志野小 改修 小中併設（四中）

屋敷小 改修 小中併設（六中）

藤崎小 改修 建替

実花小 改修 建替

向山小 改修

秋津小 秋津香澄小

香澄小 秋津香澄小

谷津南小 改修

第一中 改修 建替

第二中 建替

第三中 建替 七中を統合

第四中 改修 小中併設（東習志野小）

第五中 改修

第六中 改修 小中併設（屋敷小）

第七中 改修 秋津香澄小

年度

建替（体育館）

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

統合（七中跡へ）

統合（七中跡へ）

統合

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

津田沼小 改修

大久保小 建替

谷津小 建替

鷺沼小 建替

実籾小 建替

大久保東小 改修 建替

袖ケ浦西小 改修 小中併設（三中へ）・多機能（袖体） 袖ケ浦小

袖ケ浦東小 改修 小中併設（三中へ）・多機能（袖体） 袖ケ浦小

東習志野小 改修 小中併設（四中）

屋敷小 改修 小中併設（六中）

藤崎小 改修 建替

実花小 改修

向山小 改修 建替

秋津小 小中併設（七中へ） 秋津香澄小

香澄小 小中併設（七中へ） 秋津香澄小

谷津南小 改修 改修

第一中 改修 建替

第二中 建替

第三中 改修 複合（袖小）・多機能（袖体）

第四中 改修 小中併設（東習志野小）

第五中 改修

第六中 改修 小中併設（屋敷小）

第七中 小中併設（秋津香澄小）

建替（体育館）

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】
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４．その他教育施設                         

ケース 1 

 

ケース 2 

 

 

５．幼稚園・保育所・こども園                    

●大久保保育所は一部建替えし新栄幼稚園を統合し、こども園化する。 

●次の保育所は私立化する。 

菊田（Ｈ28）、本大久保、本大久保第二（Ｈ31） 

（大久保第二・藤崎・菊田第二・谷津南・谷津は老朽化等に併せて段階的に私立化を行う） 

●次の幼稚園は保育所機能を加えた幼保園として私立化する。 

つくし・実花（Ｈ29） 

●次の幼稚園・保育所は小・中学校の建替えに合わせ、乳幼児人口の推移等を勘案した上で、

こども園化による複合化、私立化、統合を検討する。 

谷津・藤崎・津田沼・秋津・香澄・大久保東・屋敷幼稚園、秋津保育所 

●小学校・中学校のケース１、ケース２により複合化の時期が異なる。 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

習志野高等学校

学校給食センター 改修

総合教育センター 複合（東習志野小へ） 総合教育センター

鹿野山少年自然の家 改修

富士吉田青年の家 改修

年度

改修

建替

建替

建替

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

習志野高等学校

学校給食センター 改修

総合教育センター 複合（東習志野小へ） 総合教育センター

鹿野山少年自然の家 改修

富士吉田青年の家 改修

年度

建替

建替

改修

建替

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

 

１．幼稚園は入園率が減少している一方、保育所は児童数及び希望者とも増加している。 

２．幼稚園、保育所、こども園で表示している「私立化」とは、「民設民営」も含まれており、私立認可

保育所の利用者は、利用料などについても、公立保育所と全く変わりなく利用することができる。 

３．子ども・子育て関連３法、及び市の関連計画の動向や、保育需要等市民ニーズに従い、今後の

施設計画は常に見直していきます。 

要点 
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ケース１ 

 

ケース２ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

つくし幼 私立化

谷津幼 ※

津田沼幼

屋敷幼

大久保東幼

新栄幼 機能統合（大久保こども園へ）

袖ケ浦西幼 機能統合

実花幼 私立化

袖ケ浦東幼 特別支援学校に機能転用

藤崎幼 改修

秋津幼 香澄こども園

向山幼 改修

香澄幼 香澄こども園

大久保保 大久保こども園 改修

菊田保 私立化

藤崎保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

谷津保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

本大久保保 私立化

大久保第二保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

本大久保第二保 私立化

菊田第二保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

秋津保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

谷津南保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

東習志野こども園 改修

杉の子こども園 改修

袖ケ浦こども園 改修

鷺沼こどもセンター 各こども園の整備状況に合わせて検討

年度

機能統合

一部建替

複合化（七中跡へ）

複合化（七中跡へ）

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

藤崎こども園

 　 ★(第２期以降に実施)

　  ★(第２期以降に実施)

 　 ★(第２期以降に実施)

複合化

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

つくし幼 私立化

谷津幼 ※

津田沼幼

屋敷幼

大久保東幼

新栄幼 大久保こども園へ

袖ケ浦西幼 機能統合

実花幼 私立化

袖ケ浦東幼 特別支援学校に機能転用

藤崎幼 改修 藤崎こども園 複合化

秋津幼 複合化（七中へ） 香澄こども園

向山幼 改修

香澄幼 複合化（七中へ） 香澄こども園

大久保保 大久保こども園 改修

菊田保 私立化

藤崎保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

谷津保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

本大久保保 私立化

大久保第二保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

本大久保第二保 私立化

菊田第二保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

秋津保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

谷津南保 　　　　　　　　　　　　 私立化(第２期以降に実施)

東習志野こども園 改修

杉の子こども園 改修

袖ケ浦こども園 改修

鷺沼こどもセンター 各こども園の整備状況に合わせて検討

公共施設再生計画【第３期】

機能統合

年度

一部建替

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

  ★(第２期以降に実施)

  ★(第２期以降に実施)

  ★(第２期以降に実施)

※谷津幼稚園は今後の対応が調整中であるため、試算上建替えとして計上している。 

★今後の乳幼児人口の推移やニーズにあわせて私立化や統合、別用途への転用を検討する。 
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６．こどもセンター                         

こどもセンターは、在宅子育ての支援として、他者との交流、子育てストレスの相談に対する早期

の社会的支援として、こども園の新設に合わせて機能の拡充を行います。 

鷺沼こどもセンターは、平成 26年度策定予定の「習志野市子ども・子育て支援事業計画」におい

て位置づけを確認するとともに、今後のこども園の整備状況に合わせて施設のあり方について検討し

ていきます。 

 

７．放課後児童会                            

放課後児童会施設は、現在、学校敷地内に独立した棟を持つ施設、学校内の余裕教室を利用した施

設、学校校舎内に、独立したスペースがある施設の 3タイプがあります。今後は、学校の建替えや大

規模改修等に併せ、学校建物内に独立スペースを設置する方式に統一していきます。 

 

８．公民館・コミュニティセンター・青少年施設            

ケース 1 

 

 

ケース 2 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

あづまこども会館 複合化 勤労会館へ機能統合

藤崎青年館 　　　地域移管・機能停止

東習志野ＣＣ 改修 複合化（東習志野小へ） 東習志野公民館

谷津ＣＣ 改修 改修

生涯学習地区センター 複合化 大久保公民館へ機能統合

菊田公民館 　　　機能停止

大久保公民館 複合化 改修

屋敷公民館 複合化 大久保公民館へ機能統合

実花公民館 改修（転用） 東習志野公民館へ機能統合

袖ケ浦公民館 複合化（袖ケ浦体育館へ） 袖ケ浦公民館（あるいはコミュニティセンター）

谷津公民館 複合化（谷津南小へ） 谷津公民館

新習志野公民館 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

あづまこども会館 複合化 勤労会館へ機能統合

藤崎青年館 　　　地域移管・機能停止

東習志野ＣＣ 改修 複合化（東習志野小へ） 東習志野公民館

谷津ＣＣ 改修 改修

生涯学習地区センター 複合化 大久保公民館へ機能統合

菊田公民館 　　　機能停止

大久保公民館 複合化 改修

屋敷公民館 複合化 大久保公民館へ機能統合

実花公民館 改修（転用） 東習志野公民館へ機能統合

袖ケ浦公民館 複合化（袖ケ浦体育館へ） 袖ケ浦公民館（ＣＣ）

谷津公民館 複合化（谷津南小へ） 谷津公民館

新習志野公民館 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】
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９．図書館                            

ケース１ 

 

ケース２ 

 

 

１０．市民会館・文化ホール                      

 

 

１１．スポーツ施設・勤労会館                          

ケース 1 

 

ケース 2 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

大久保図書館 複合化 改修

東習志野図書館 改修 複合化（東習志野小へ） 東習志野図書館

新習志野図書館 改修

藤崎図書館 複合化 大久保図書館へ機能統合

谷津図書館 改修 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

大久保図書館 複合化 改修

東習志野図書館 改修 複合化（東習志野小へ） 東習志野図書館

新習志野図書館 改修

藤崎図書館 複合化 大久保図書館へ機能統合

谷津図書館 改修 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

市民会館 複合化 改修

（習志野文化ホール）

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

秋津サッカー場 改修 改修

秋津野球場 改修 改修

秋津テニスコート 改修 改修

袖ケ浦体育館 複合化・多機能（袖小）

暁風館 複合化（袖ケ浦体育館へ） 機能統合

実籾テニスコート 改修 改修

東部体育館 改修 改修

勤労会館 複合化 改修

芝園テニスコート・フットサル場 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

秋津サッカー場 改修 改修

秋津野球場 改修 改修

秋津テニスコート 改修 改修

袖ケ浦体育館 複合化・多機能（三中等）

暁風館 複合化（袖ケ浦体育館へ） 機能統合

実籾テニスコート 改修 改修

東部体育館 改修 改修

勤労会館 複合化 改修

芝園テニスコート・フットサル場 改修

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】
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１２．保健福祉施設・霊堂・霊園                         

 

１３．公園施設                           

 

14．市営住宅                           

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

保健会館

総合福祉センター

東部保健福祉センター 改修

白鷺園 改修

鷺沼霊堂 改修 建替

海浜霊園 改修

年度

建替

改修

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修

改修

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

谷津干潟自然観察センター 改修

習志野緑地管理棟 改修

香澄公園管理棟 改修 改修

谷津バラ園管理棟 建替

公共施設再生計画【第３期】

年度

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

鷺沼団地

鷺沼台団地

泉団地

東習志野団地

香澄団地

屋敷団地

前期基本計画期間 後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

年度

改修

改修

改修

改修

改修

改修
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第４章  再  生  ―地域別アプローチ―  

１  施設配置の考え方  

 

 

 

 

１．人口の動き及び凡例  

転出入が大きい年齢層を中心に、かつエリアを細分化して分析することで、グラフ上のその地区の

特徴と、生活の実感に基づく地域特性が一致することがわかります。 

（歳） 

  

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

谷津・向山

私たちの世代のことだけではなく、将来世代のことも考えなければならない。 

単に自宅と施設の距離だけを考えるのではなく、街中での生活動線と併せて考えることが重要。 

公共施設再生整備事業が、地域に展開した場合どのような施設の配置となるか明記した。 

＋ 

－ 

（歳） 

平成 20 年 9 月時点の人口と、

平成 25 年 9 月の人口を、各地

区及び年齢階層別に比較 

５
年
間
の
間
に
、
転
入
し
て
き
た
人
数
と
、

転
出
し
て
い
っ
た
人
数
を
加
除
し
た
数 
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２．２つの案 

第３章の機能別アプローチに引き続き、第４章ではコミュニティ及び日常生活圏ごとに、計画内容を

見ていきます。ケース１とケース２の２つの案に分けて、表記しています。その他の表記のしかたにつ

いては、次のとおりです。なお、地図上に落とし込んである施設の動きについては、「改修」を省略し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

複合化等を行い、他

所にて施設を更新 

複合化等を行い、現

地にて施設を更新 

 

全市利用施設

地域利用施設

建替は 

リノベーションを含む 

ケース１の計画内容 

ケース２の計画内容 

ケース１、ケース２ 

共通の計画内容 
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２  地域別アプローチ  

 

 

（１）人口の動き  

20代及び 30代が 20％以上増加し、9歳以下の子どもの伸び率が 10％であることから、夫婦二

人に子ども一人の家族の転入が増加していると考えられます。市内で最も 20代及び 30代の転入が

増加している地域です。 

 

 

（歳） 

 

 

 

 
（歳） 

 

 

  

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

谷津・向山 8.9% 3.1% 2.7% 20.8% 22.2% 24.5% 16.5% 8.9% 2.3% -0.1% -5.1% -5.2%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

谷津・向山

Ａ．谷津、向山 
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（２）再生計画  

第 1期は、谷津小学校の建替が計画進捗の中心になります。隣接する幼稚園の今後の方向性につい

ては、小学校の建替と一体的に検討しますが、中長期的には谷津小学校の児童数の推移により、こど

も園化を図ります。 

習志野文化ホールの「市有化」が検討されています。習志野文化ホールは、ショッピングセンター

との複合施設となっており、公益財団法人習志野文化ホールが所有、運営を行っています。習志野市

だけでなく、葛南エリアの文化の殿堂として、親しまれており、多くの興行が実施されています。活

動を支えるために、習志野市から補助金によって支援をしてきましたが、大規模改修が必要な時期が

迫っています。 

中央消防署谷津出張所1は、京成線の南側に位置していますが、奏の杜地区への移転が予定されて

います。 

谷津公民館は、谷津南小学校の改修時に複合化します。 

現在、谷津小学校の児童増加対策が検討されており、その内容及び進捗状況に応じて、再生計画を

適宜見直します。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 旧・谷津分遣所 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

谷津出張所 消防施設 建替 改修

習志野文化ホール ホール

谷津干潟自然観察センター 公園施設 改修

習志野緑地管理棟 公園施設 改修

谷津バラ園管理棟 公園施設 建替

第１分団 消防施設 建替

谷津小 小学校
谷津幼 幼稚園

向山小 小学校 統合
向山幼 幼稚園

谷津南小 小学校

谷津公民館 公民館 谷津南小に複合化

第一中 中学校 改修 建替

谷津保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

谷津南保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

谷津ＣＣ 生涯学習施設

谷津図書館 図書館

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修

改修
改修

改修・複合化

※
建替

前期基本計画期間

複合化

改修

後期基本計画期間

種類
地
区

谷
津
／
向
山

施設名

ケース１

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

谷津出張所 消防施設 建替 改修

習志野文化ホール ホール

谷津干潟自然観察センター 公園施設 改修

習志野緑地管理棟 公園施設 改修

谷津バラ園管理棟 公園施設 建替

第１分団 消防施設 建替

谷津小 小学校 建替

谷津幼 幼稚園 ※

向山小 小学校 改修 建替

向山幼 幼稚園 改修 建替

谷津南小 小学校 改修

谷津公民館 公民館 複合化 谷津南小に複合化

第一中 中学校 改修 建替

谷津保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

谷津南保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

谷津ＣＣ 生涯学習施設

谷津図書館 図書館

地
区

種類

前期基本計画期間

施設名

谷
津
／
向
山

改修

後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修

改修・複合化

ケース２
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建替

第３期

谷津小・谷津幼

谷津出張所

建替

第１期 第２期

習志野
文化ホール

（習志野文化ホール）

市有化

実施します

第１期 第２期 第３期

第１分団

建替

谷津バラ園管理棟

建替

習志野
文化ホール

谷津南小改修時
に複合化

谷津公民館

■ケース１ ■ケース２ ■共通

私立化

谷津保

見直しの可能性あり
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建替

統合

第１期 第２期 第３期

第一中

向山小

谷津南小改修時
に複合化

谷津公民館

こども園化

谷津幼

私立化

谷津南保

習志野
文化ホール

向山小

建替

■ケース１ ■ケース２ ■共通

検討の時期を明確化

谷津南小改修と公民館複合化 
 
谷津南小の大規模改修が、第２期もしくは第３期に予定されています。それに合わせて谷津

公民館の複合化を予定しています。 
谷津南小の児童数は 1993（平成 5）年でピークアウトしており、現在はピーク時の 1/2 以下と

なっていることから、スペースにも余裕があります。建物配置は、各棟が渡り廊下で接続されて
おり、門も 2 か所あるため動線を分離しやすく、学校の安全も確保しやすいため、谷津公民館の
複合化に適しています。「学校複合化４原則」（第３章参照）に則って、周辺地域の価値を高める
複合化を進めます。 
※谷津分遣所は平成 26年 4月より谷津出張所 

 ※谷津小学校の児童増加対策が検討されており、その内容及び進捗状況により、計画を適宜見直します。 

要点 
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（１）人口の動き  

5～9 歳の増減を見ると、20％以上増加している鷺沼台、10％増加している藤崎、ほぼ横ばいの

鷺沼、18％減の津田沼と地域によって傾向が異なっています。増加傾向にある鷺沼台と藤崎は、市

街化調整区域があり、それに対してミニ開発が進んでおり、戸建が増加しています。それに従い、小

学校児童数も増加傾向にあります。 

20～24 歳、25～29 歳にも各地区の特徴が表れています。すべての地区において 20 代は増加

していますが、藤崎は20代前半の増加が顕著で25歳以上の転入増は8.7％に落ち着いていきます。

これに対して津田沼は、20代前半だけでなく、後半の転入増も大きくなっています。 

鷺沼も 20代の前半後半ともに増加しますが、30代前半は 11.9％の減少が見られます。これに対

し、鷺沼台は 30代にも 15％前後の転入増が見られ、多様な世代の転入が推測されます。また 9歳

以下の増加が 23.3％、10代の増加も 10％を上回ることから、子ども部屋等の需要により、広い住

宅を求める層が転入してきていることが推測できます。 

 

 

（歳） 

 
 

 

 

（歳） 

 

  

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

藤  崎 10.3% 7.9% 6.1% 29.4% 8.7% 3.9% 5.8% 3.2% 1.9% -0.9% -0.4% 2.4%

津田沼 -18.0% -11.1% -1.4% 43.4% 43.4% 8.0% -3.6% -9.3% -1.6% -6.3% -7.7% -7.9%

鷺  沼 -1.2% 3.9% 4.5% 38.5% 27.0% -11.9% -6.3% 4.1% 1.1% 1.4% 3.2% -2.5%

鷺沼台 23.3% 11.7% 10.9% 22.3% 28.4% 16.7% 14.1% 6.5% 11.7% 1.0% -0.7% -6.9%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

藤 崎 津田沼 鷺 沼 鷺沼台

Ｂ．藤崎、津田沼、鷺沼・鷺沼台 
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（２）再生計画  

第 1期に施設更新を行う学校給食センターは老朽化が進んでおり、建替が必要となっています。小

中学校の学校給食は、全校自校調理を目指しているため、校舎の建替にあわせて調理室を設置してい

くことから、センターの一日当たりの取扱食数は減少していくと予測しています。 

菊田保育所は、谷津第二保育園として近隣に私立化し、現・菊田保育所跡地に民間認可保育園を誘

致します。鷺沼こどもセンターは、当面現状の施設を利用し、今後のこども園の整備状況に合わせて

施設のあり方を検討します。藤崎青年館は、耐震補強工事は行いましたが、老朽化対策は行っていま

せん。これまで、他地区に存在していた青年館と同様に地域移管か、機能停止を行います。藤崎幼稚

園及び藤崎保育所は機能統合し、こども園化します。鷺沼霊堂は、第 3 期に建替時期を迎えますが、

長寿命化を優先的に検討します。 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

庁舎 庁舎 建設

中央消防署 消防施設

保健会館 保健福祉施設

藤崎出張所 消防施設 改修

学校給食センター その他教育施設 改修

白鷺園 保健福祉施設 改修

鷺沼霊堂 保健福祉施設 改修 建替

第２分団 消防施設 改修

第３分団 消防施設 建替 改修

第４分団 消防施設 改修

第６分団 消防施設 改修 改修

津田沼小 小学校
津田沼幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

大久保小 小学校 建替

鷺沼小 小学校 建替

藤崎小 小学校 改修 建替
藤崎幼 幼稚園 改修

藤崎保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

第五中 中学校 改修

つくし幼 幼稚園

菊田保 保育所 私立化

菊田第二保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

鷺沼こどもセンター 子育て支援施設 各こども園の整備状況に合わせて検討

菊田公民館 公民館 機能停止

藤崎青年館 青少年施設 機能移管・機能停止

鷺沼団地 市営住宅 改修

鷺沼台団地 市営住宅 改修

建替

私立化

改修

改修

建替

改修

複合化

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

前期基本計画期間 後期基本計画期間

種類
地
区

藤
崎
／
津
田
沼
／
鷺
沼
・
鷺
沼
台

施設名

ケース１

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

庁舎 庁舎 建設

中央消防署 消防施設

保健会館 保健福祉施設

藤崎出張所 消防施設 改修

学校給食センター その他教育施設 改修

白鷺園 保健福祉施設 改修

鷺沼霊堂 保健福祉施設 改修 建替

第２分団 消防施設 改修

第３分団 消防施設 建替 改修

第４分団 消防施設 改修

第６分団 消防施設 改修 改修

津田沼小 小学校 改修

津田沼幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

大久保小 小学校 建替

鷺沼小 小学校 建替

藤崎小 小学校 建替

藤崎幼 幼稚園 複合化

藤崎保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

第五中 中学校 改修

つくし幼 幼稚園

菊田保 保育所 私立化

菊田第二保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

鷺沼こどもセンター 子育て支援施設 各こども園の整備状況に合わせて検討

菊田公民館 公民館 機能停止

藤崎青年館 青少年施設 　機能移管・機能停止

鷺沼団地 市営住宅 改修

鷺沼台団地 市営住宅 改修

地
区

種類

前期基本計画期間

施設名

藤
崎
／
津
田
沼
／
鷺
沼
・
鷺
沼
台

私立化

後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修

建替

建替

改修

改修

改修

ケース２
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建替

機能停止

第１期 第２期 第３期

庁舎

市役所前体育館

第３分団

建替

建替

大久保小
学校給食センター

建替

私立化

つくし幼

菊田保

私立化

藤崎図書館

大久保図書館に機能統合

鷺沼こどもセンター

各こども園の整備
状況に合わせて
検討

実施します

第１期 第２期 第３期

機能停止

建替

菊田公民館

鷺沼小

地域移管・機能停止

藤崎青年館

津田沼幼

私立化・廃止等

建替

消防本部・中央消防署

菊田第二保

私立化

見直しの可能性あり
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藤崎小

複合化（こども園化）

藤崎幼

建替

建替

鷺沼霊堂

藤崎保

機能統合

第１期 第２期 第３期

検討の時期を明確化
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（１）人口の動き  

大久保、本大久保は類似した線形となっています。特に 20～24 歳の増加、25～29 歳の減少と

いう線形はほぼ平行となっており、同様の推移となっています。大久保地区は、日本大学生産工学部

や東邦大学等が立地しており、大学生の影響と思われます。大久保あるいは本大久保に在住していた

大学生が、卒業後に地区から転居することが多いと推測されます。 

泉町は 30～34 歳以外は全区分とも減少傾向にあります。原因としては、公務員住宅が多い地域

となっているため、特定の年齢層のみが増加し、かつ、それらの整理縮小が進む中で減少傾向が表れ

ていると考えられます。 

花咲は、9 歳以下、10 代、20 代において増加傾向にあります。同様の傾向は隣接する鷺沼台に

も表れており、住宅を購入する世代が、幕張本郷駅を通勤通学等の起点とし、子ども部屋等の需要に

伴い、広い住宅を求めて転入しているということが推測できます。 

屋敷は 20代前半以外で減少傾向にあり、特に 30代の転出が目立ちます。 

 

 

（歳） 

 
 

 

 

（歳） 

 

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

大久保 1.9% 3.4% 6.4% 32.3% -1.1% -2.7% 1.6% 0.8% 1.0% 7.1% 2.0% -3.9%

本大久保 8.3% 3.3% 4.3% 23.6% -11.1% -3.1% -5.6% -0.7% 2.2% -1.9% -2.0% -6.0%

泉  町 -39.9% -26.0% -15.5% -21.1% -21.3% 4.9% -16.5% -27.1% -9.4% -13.5% -30.3% -12.2%

花  咲 15.0% 14.6% 18.4% 19.3% 14.1% 1.1% 1.6% 4.0% 0.6% 8.1% 2.5% -7.6%

屋  敷 -16.3% -10.9% -2.7% 6.7% -4.2% -18.4% -12.3% -3.9% -7.7% -4.9% -6.3% -5.4%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

大久保 本大久保 泉 町 花 咲 屋 敷

Ｃ．大久保・泉・本大久保・花咲・屋敷 
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（２）再生計画  

「大久保地区公共施設再生」の取組として、大久保公民館・市民会館、勤労会館、大久保図書館の

施設更新、並びに、生涯学習センターゆうゆう館、あづまこども会館、屋敷公民館、藤崎図書館の機

能統合を行います。中央公園と一体となった整備を行うことで、地域のエリアを高めるとともに、次

世代に負担を残さない施設運営を目指す、第一歩となります。 

大久保保育所は、新栄幼稚園の機能を統合し、一部建替を行い、こども園化を行います。大久保こ

ども園は、第 2期において、大久保東幼稚園舎に移転することも考えられることから、鉄骨造などの

軽易な整備を行うこととします。 

屋敷小学校と第六中学校は、隣接することから、施設の共用及び多機能化を検討し、効率的な施設

の更新を行います。教育委員会による、小中一貫校の検討と歩調を合わせ、情報を共有していきます。 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

大久保公民館 公民館
市民会館 ホール

生涯学習地区センター 生涯学習施設 大久保公民館へ機能統合

屋敷公民館 公民館 大久保公民館へ機能統合

大久保図書館 図書館 改修

藤崎図書館 図書館 大久保図書館へ機能統合

勤労会館 勤労会館 改修

あづまこども会館 青少年施設 勤労会館へ複合化

東部保健福祉センター 保健福祉施設 改修

第５分団 消防施設

第８分団 消防施設 建替

大久保東小 小学校 建替
大久保東幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

屋敷小 小学校 改修

第六中 中学校 改修

屋敷幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

大久保保 保育所 大久保こども園 改修

新栄幼 幼稚園 大久保こども園へ

大久保第二保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

本大久保保 保育所 私立化

本大久保第二保 保育所 私立化

杉の子こども園 こども園 改修

泉団地 市営住宅 改修

屋敷団地 市営住宅

中央公園と一体整備

中央公園と一体整備

中央公園に機能統合

中央公園と一体整備

中央公園に機能統合

中央公園に機能統合

改修

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

前期基本計画期間 後期基本計画期間

大
久
保
・
泉
・
本
大
久
保
・
花
咲

中央公園に機能統合

一部建替

機能統合

改修

小中併設

小中併設

種類
地
区

施設名

・
屋
敷

ケース１

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

大久保公民館 公民館

市民会館 ホール

生涯学習地区センター 生涯学習施設 大久保公民館へ機能統合

屋敷公民館 公民館 大久保公民館へ機能統合

大久保図書館 図書館 改修

藤崎図書館 図書館 大久保図書館へ機能統合

勤労会館 勤労会館 改修

あづまこども会館 青少年施設 勤労会館へ複合化

東部保健福祉センター 保健福祉施設 改修

第８分団 消防施設 建替

大久保東小 小学校 改修 建替

大久保東幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

屋敷小 小学校 改修

第六中 中学校 改修

屋敷幼 幼稚園   ★　(第２期以降に実施)

大久保保 保育所 大久保こども園 改修

新栄幼 幼稚園

大久保第二保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

本大久保保 保育所 私立化

本大久保第二保 保育所 私立化

杉の子こども園 こども園 改修

泉団地 市営住宅 改修

屋敷団地 市営住宅

地
区

種類

前期基本計画期間

施設名

大
久
保
・
泉
・
本
大
久
保
・
花
咲

・
屋
敷

一部建替

後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修

小中併設

小中併設

大久保こども園へ機能統合

中央公園と一体整備

中央公園と一体整備

中央公園と一体整備

中央公園に機能統合

中央公園に機能統合

中央公園に機能統合

中央公園に機能統合

改修

ケース２
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複合化

大久保公民館に複合化
大久保公民館に複合化

一部建替（こども園化）

第１期 第２期 第３期

大久保保

大久保公民館・市民会館・
勤労会館・大久保図書館

屋敷公民館

勤労会館に複合化

あづまこども会館

本大久保保・
本大久保第二保

私立化
生涯学習地区センター
ゆうゆう館

大久保東小

■ケース１ ■ケース２ ■共通

建替

実施します

建替

第１期 第２期 第３期

大久保東小

私立化・廃止等

屋敷幼

大久保東幼

私立化・廃止等

建替

第八分団

大久保第二保

私立化

■ケース１ ■ケース２ ■共通

見直しの可能性あり
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建替（小中併設）

第１期 第２期 第３期

屋敷小・第六中

■ケース１ ■ケース２ ■共通

検討の時期を明確化

   中央公園を中心とする「大久保地区公共施設再生」 
 

老朽化した大久保公民館・市民会館、大久保図書館、勤労会館を更新・再生し、中央公園と
一体的に整備、運営することで、周辺のまちづくりと連携した地域の価値を高めるエリアづくりを
推進します。周辺 1km 圏内に立地する、屋敷公民館、生涯学習地区センターゆうゆう館、藤崎
図書館、あづまこども会館は、中央公園周辺に機能集約し、生涯学習や市民活動の拠点とし
て、全市利用施設とします。 
京成大久保駅から、多くの学生が向かう駅北側と反対の南側に視線を移すと、真っ先に大久

保公民館・市民会館が目に入りますが、その奥にある眺望のよい中央公園の障壁になってしま
っています。公共施設の再生がきっかけとなり、街中のオアシスとして、中央公園を中心に、こ
のエリアの魅力が高まれば、多くの人が集まり、地域の価値が高まります。「大久保地区公共施
設再生」の取組は、新しい習志野市のまちづくりへの第一歩です。 

要点 

こども園

市民プラザ大久保
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（１）人口の動き  

東習志野・実花は、マンション開発が行われており、30～34歳の親世代が 40％以上の転入増加

傾向を示し、その子とみられる 5～9歳の区分が 30％以上増加しています。 

実籾は 20 代前半において、転入増加傾向が著しく、30 代は減少傾向となっています。この傾向

は、大久保、本大久保と類似した線形となっており、大学生の在学中のみの居住による影響があるも

のと思われます。 

新栄は 30代の減少が目立ちます。住宅購入を契機として、他地区への転居が推測されます。 

 

 

（歳） 

 

 

 
（歳） 

 

  

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

東習志野・実花 32.8% 10.0% 9.0% 23.0% 22.6% 44.5% 34.1% 17.2% 8.6% 8.6% 4.4% 6.0%

実　籾 2.5% 0.8% 10.6% 34.5% 2.5% -7.0% -2.3% 0.3% -2.7% 3.9% 2.2% 0.2%

新  栄 0.0% 8.0% -5.0% 13.2% -10.8% -17.7% -17.8% 0.6% 1.7% 4.4% 3.8% -6.5%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

東習志野・実花 実 籾 新 栄

Ｄ．実花、東習志野、実籾・新栄 
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（２）再生計画  

新栄幼稚園は、大久保保育所に機能を統合し、こども園化します。 

第二中学校は、先行して体育館の建替を行い、引き続き校舎等の更新を行います。 

第 3 期における、「東習志野地区公共施設再生」の取組は、東習志野小学校及び第四中学校の更新

を中心に行い、文教ゾーンとして一体的な整備を行っていきます。 

東習志野小及び第四中学校は、隣接して立地していることから小中併設として、一部機能の多機能

化及び共用を図ります。両校は市内小中学校の中でも、大規模な部類にあることから、総合教育セン

ターとも施設の多機能化を図り、より高度な教育環境を目指します。総合教育センターにて行われて

いる教育相談の機能は、動線と区分を十分に配慮したうえで、機能を継承します。 

実花公民館は、東習志野コミュニティセンター、及び東習志野図書館と機能統合し、（仮称）東習

志野公民館として、文教ゾーンに移転します。現在の実花公民館は、実花小学校体育館の一階に位置

し、実花公民館の移転後は、学校での利用等など児童生徒数の推移、高齢者支援機能、あるいは子育

て支援機能など地域のニーズを勘案し、利用方法を決定していきます。実現にあたってはコミュニテ

ィビジネス育成の考え方を取り入れ、公的負担に依存しない方法での活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

東消防署 消防施設 改修

習志野高等学校 その他教育施設

東部体育館 スポーツ施設 改修 改修

実籾テニスコート スポーツ施設 改修 改修

第７分団 消防施設 改修 改修

実籾小 小学校 建替

東習志野小 小学校 改修

第四中 中学校 改修

東習志野ＣＣ 生涯学習施設 公民館として東習志野小に複合化

東習志野図書館 図書館 東習志野小に複合化

総合教育センター その他教育施設 東習志野小に複合化

実花小 小学校 改修 建替
実花公民館 公民館 改修（転用） 東習志野公民館へ機能統合

実花幼 幼稚園

第二中 中学校 建替

東習志野こども園 こども園 改修

東習志野団地 市営住宅 改修

改修

複合化

複合化

改修

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

前期基本計画期間 後期基本計画期間

小中併設・複合化

小中併設・複合化

建替

私立化

種類
地
区

施設名

実
花
／
東
習
志
野
／
実
籾
・
新
栄

ケース１

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

東消防署 消防施設 改修

習志野高等学校 その他教育施設

東部体育館 スポーツ施設 改修 改修

実籾テニスコート スポーツ施設 改修 改修

第７分団 消防施設 改修 改修

実籾小 小学校 建替

東習志野小 小学校 改修

第四中 中学校 改修

東習志野ＣＣ 生涯学習施設 公民館として東習志野小に複合化

東習志野図書館 図書館 東習志野小に複合化

総合教育センター その他教育施設 東習志野小に複合化

実花小 小学校 改修

実花公民館 公民館 改修（転用） 東習志野公民館へ機能統合

実花幼 幼稚園

第二中 中学校 建替

東習志野こども園 こども園 改修

東習志野団地 市営住宅 改修

地
区

私立化

種類

前期基本計画期間

施設名

実
花
／
東
習
志
野
／
実
籾
・
新
栄

後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

複合化

建替（体育館）

改修

改修

小中併設・複合化

小中併設・複合化

複合化

ケース２
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建替

第１期 第２期 第３期

第二中

大久保保（こども園）に機能統合

新栄幼

実花幼

私立化

■ケース１ ■ケース２ ■共通

第二中(体育館)

建替

実施します

第１期 第２期 第３期

建替

実籾小

建替

第二中(体育館以外)

■ケース１ ■ケース２ ■共通

見直しの可能性あり
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建替（小中併設）

東習志野小に複合化

東習志野小に複合化

東習志野コミュニティ
センターに機能統合

第１期 第２期 第３期

東習志野コミュニティ
センター・東習志野図書館

東習志野小・第四中

総合教育センター

実花公民館

実花小

建替

■ケース１ ■ケース２ ■共通

検討の時期を明確化

東習志野文教地区公共施設再生 
 

東習志野小学校、第四中学校を中心とする文教ゾーン。他にも総合教育センター、東習志野
こども園、東部体育館が集中しており、5 分ほど歩いたところに、東習志野コミュニティセンター、
東習志野図書館が立地しています。その他、習志野高等学校もこのエリアに立地しており、習志
野市の教育研究拠点となっています。 
東習志野小と四中の施設更新に合わせ、機能を統合するにあたって、どのように高度な教育

環境の整備を実現していくかをみんなで話し合い、考えていきたいと思います。当然、施設を考
えるうえでは、これからの習志野市の教育がどうあるべきかという議論が必要不可欠であり、こ
こには相当の時間を要することもあり、公共施設再生計画第３期の計画としています。 

要点 
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（１）人口の動き  

袖ケ浦、秋津・茜浜、香澄・芝園とも、現在の人口推計においては大きく転入が増加する世代はな

く、生産年齢を中心に減少が目立ちます。 

袖ケ浦は、9歳以下の減少割合が大きくなっています。高度経済成長期に造成され、短期間のうち

に人口が増加した住宅団地において共通に見られる傾向です。 

香澄・芝園は、15歳以上の全ての世代で減少傾向となっています。 

 

 

（歳） 

 

 

 

 
（歳） 

  

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

袖ケ浦 -11.8% 0.2% 1.0% 4.1% 8.2% -5.7% -10.3% -4.6% 1.2% 0.7% 0.5% -5.1%

秋津・茜浜 -8.1% 3.9% 6.1% -5.6% -19.6% -20.1% -18.1% -7.2% 8.1% 4.1% -3.4% -6.1%

香澄・芝園 1.1% 5.7% -1.1% -17.1% -17.4% -12.8% -8.8% 1.8% -1.9% -6.6% -8.9% -5.5%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

袖ケ浦 秋津・茜浜 香澄・芝園

Ｅ．袖ケ浦、秋津・茜浜、香澄・芝園 
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（２）再生計画  

この地域において、最も大きな計画は、袖ケ浦西小及び東小、袖ケ浦体育館を中心とした計画と、

第七中、秋津小及び香澄小を中心とした計画になります。 

ケース１は、第三中の建替の際に第七中を統合し、第七中校舎を改修し、秋津小、香澄小等を統合

する案です。また、袖ケ浦西小、袖ケ浦東小を統合し、袖ケ浦体育館の位置に、同体育館、袖ケ浦公

民館と一体的に複合化及び多機能化して建替え、第三中ともアリーナ等を多機能化する案です。 

ケース２は、第三中と第七中の統合は行わず、第三中の位置に、袖ケ浦西小及び袖ケ浦東小を統合

し、小中併設校を設置し、また第七中の位置に、秋津小及び香澄小を統合し、小中併設校を設置する

案です。袖ケ浦公民館は、ケース１、ケース２とも袖ケ浦体育館に複合化されます。また袖ケ浦体育

館と第三中、もしくは小中併設校の体育館は複合化・多機能化することで、利用の幅が広がります。 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

秋津出張所 消防施設
改修

袖ケ浦体育館 スポーツ施設 袖ケ浦小・袖ケ浦体育館・暁風館・袖ケ浦公民館（あるいはCC）

暁風館 スポーツ施設 袖ケ浦体育館に複合化

袖ケ浦公民館 公民館 袖ケ浦体育館に複合化

袖ケ浦西小 小学校 改修 袖東小と統合し袖ケ浦体育館と複合・多機能化

袖ケ浦東小 小学校 袖西小と統合し袖ケ浦体育館と複合・多機能化

第三中 中学校 建替 七中を統合

秋津サッカー場 スポーツ施設 改修 改修

秋津野球場 スポーツ施設 改修 改修

秋津テニスコート スポーツ施設 改修 改修

芝園テニスコート・フットサル場 スポーツ施設 改修

総合福祉センター 保健福祉施設

海浜霊園 保健福祉施設 改修

香澄公園管理棟 公園施設 改修 改修

第七中 中学校 改修 秋津香澄小・香澄こども園

秋津小 小学校 香澄小と統合し香澄こども園と複合化
秋津幼 幼稚園 香澄幼と統合し秋津香澄小と複合化

香澄小 小学校 秋津小と統合し香澄こども園と複合化
香澄幼 幼稚園 秋津幼と統合し秋津香澄小と複合化

秋津保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

袖ケ浦西幼 幼稚園 機能統合

袖ケ浦東幼 幼稚園 特別支援学校に機能転用

袖ケ浦こども園 こども園 改修

新習志野公民館 公民館
新習志野図書館 図書館

香澄団地 市営住宅 改修

複合化・多機能化

複合化・多機能化

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

前期基本計画期間 後期基本計画期間

改修改修

複合化
複合化

複合化
複合化

複合化・多機能化

改修

建替

改修

改修

複合化・多機能化

複合化・多機能化

種類
地
区

袖
ケ
浦
／
秋
津
・
茜
浜
／
香
澄
・
芝
園

施設名

ケース１

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

秋津出張所 消防施設

袖ケ浦体育館 スポーツ施設 袖ケ浦体育館・袖ケ浦公民館

暁風館 スポーツ施設 袖ケ浦公民館に複合化

袖ケ浦公民館 公民館 袖ケ浦公民館に複合化

袖ケ浦西小 小学校 改修 袖東小と統合し袖ケ浦体育館と多機能化

袖ケ浦東小 小学校 改修 袖西小と統合し袖ケ浦体育館と多機能化

第三中 中学校 改修 小中併設・複合化・多機能化 第三中

秋津サッカー場 スポーツ施設 改修 改修

秋津野球場 スポーツ施設 改修 改修

秋津テニスコート スポーツ施設 改修 改修

芝園テニスコート・フットサル場 スポーツ施設 改修

総合福祉センター 保健福祉施設

海浜霊園 保健福祉施設 改修

香澄公園管理棟 公園施設 改修 改修

第七中 中学校

秋津小 小学校 香澄小と統合し七中に併設／香澄こども園と複合化

秋津幼 幼稚園 香澄幼と統合し、七中・秋津香澄小と複合化

香澄小 小学校 秋津小と統合し七中に併設／香澄こども園と複合化

香澄幼 幼稚園 秋津幼と統合し、七中・秋津香澄小と複合化

秋津保 保育所 私立化(第２期以降に実施)

袖ケ浦西幼 幼稚園 機能統合

袖ケ浦東幼 幼稚園 特別支援学校に機能転用

袖ケ浦こども園 こども園 改修

新習志野公民館 公民館 改修

新習志野図書館 図書館 改修

香澄団地 市営住宅 改修

改修

袖
ケ
浦
／
秋
津
・
茜
浜
／
香
澄
・
芝
園

改修

建替

小中併設・複合化

複合化

小中併設・複合化

複合化

小中併設

複合化

複合化・多機能化

地
区

種類

前期基本計画期間

施設名

後期基本計画期間

公共施設再生計画【第１期】 公共施設再生計画【第２期】 公共施設再生計画【第３期】

改修改修

小中併設・多機能化

小中併設・多機能化

複合化

ケース２
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第１期 第２期 第３期

機能統合（こども園化）

袖ケ浦西幼

特別支援学校に
機能転用

袖ケ浦東幼

建替

海浜霊園

実施します

建替（小中併設）

第１期 第２期 第３期

第七中

第七中に統合（小中併設）

私立化

秋津保

香澄小

秋津幼

第七中に複合化（こども園化）

香澄幼

第七中に複合化
（こども園化）

第七中に統合
（小中併設）

秋津小

建替（第七中を統合）

第三中

■ケース１ ■ケース２ ■共通

見直しの可能性あり
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第１期 第２期 第３期

複合化・多機能化

袖ケ浦東小

袖ケ浦西小

複合化・多機能化

建替（小中併設）

第三中

袖ケ浦体育館・暁風館

複合化・多機能化

袖ケ浦体育館に複合化

袖ケ浦公民館

■ケース１ ■ケース２ ■共通

統合・複合化

香澄小・香澄幼

統合・複合化

秋津小・秋津幼

検討の時期を明確化

   「袖ケ浦・秋津・香澄地区公共施設再生」の取組 
 
袖ケ浦地区公共施設再生の取組は、少子化による小学校の機能統合及び中学校の併設を

きっかけに、袖ケ浦スポーツゾーン構想を実現することです。第三中と第七中の統合、あるいは
小中併設校とするかが、ケース１とケース２の違いになりますが、いずれの案にしても、袖ケ浦
体育館との多機能化は必須となっています。近隣にそれぞれ小学校用、中学校用、社会教育用
にそれぞれ体育館の建物を所有するよりも、一つの建物に集約し、複数のアリーナを備えること
で、スペースの効率化、各種大会開催の誘致が可能となるほか、災害時の拠点としても有効と
なります。 
本取組の対象コミュニティは、統計上少子高齢化が、市内の中で顕著に表れている地域であ

ります。機能統合により未利用地となった土地は、開発を行うことにより、新たな市民の転入も見
込めることから、一体となって進めていきます。（現在、存在せず、計画上に登場する施設の名
称は仮称とする。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要点 

（新）秋津香澄小

秋津香澄こども園 （新）袖ケ浦小袖ケ浦体育館等
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第５章  手  段  

１  公共施設再生の手段と具体的手法  

 

 

 

 

 

＞図表 5-1 目的・目標・手段と具体的手法 

 
出所）資産管理課にて作成 

  

公共サービスが継続的に提供される

公共施設が適正に維持される

財源確保 総量圧縮 長寿命化

目的

目標

手段

未利用地の売却・貸付

基金の積立と活用

複合化 予防保全

システム導入

ＰＦＩ

コンセッション

民設民営

多機能化

リース

包括委託

機能統合 リノベーション

政策

事業
ＤＢＯ・ＤＢＭ

ネーミングライツ

公民合築・区分所有

起 債

受益者負担の適正化

余剰空間及び設備の貸付

指定管理者制度

目標を達成するための手段 

財源確保…当初想定しない新たな財源を確保し、公共施設更新費用に充当すること 

総量圧縮…市の保有する公共施設の総延床面積を減らすことにより、建物の更新費用を 

減らすだけでなく、維持管理経費や運営費の縮減を図ること 

長寿命化…施設を計画的メンテナンスにより長く使い、施設の更新費用、維持管理経費

及び運営費を“長期的に”削減すること 

具体的手法として「政策的手法」と「事業的手法」を設定。 

目標を達成するための手段として「財源確保」、「総量圧縮」、「長寿命化」の 3つを設定。 
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